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令和６年１月１５日判決言渡し同日原本領収 裁判所書記官 

平成２７年（行ウ）第１７号 生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件 

平成２８年（行ウ）第３号 生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年７月２４日 

判 決 5 

主 文 

１ 別紙処分一覧表の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁が同表の

「処分の名宛人」欄記載の各人に対して平成２７年４月１日付けで

した生活保護法２５条２項に基づく各保護変更処分をいずれも取

り消す。 10 

２ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は、原告２８及び原告３０と被告出水市との間において

は同被告の負担とし、その余の原告らと被告鹿児島市との間におい

ては同被告の負担とし、原告らと被告国との間においては原告らの

負担とする。 15 

事 実 及 び 理 由  

第１ 請求 

１ 主文第１項同旨 

２ 被告国は、原告らに対し、各１万円及びこれに対する平成２７年４月１日か

ら支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 20 

第２ 事案の概要 

本件は、生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）

の改定に伴い、所轄の福祉事務所長から平成２７年４月１日に生活扶助の支給

額を減ずる旨の保護変更決定（以下「本件各処分」という。）を自ら受け又はこ

れを受けた者と同一世帯に属する原告らが、同改定が憲法２５条、生活保護法25 

３条、８条に違反し、国家賠償法上も違法であると主張して、被告鹿児島市及
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び被告出水市との間で本件各処分の取消しを求めるとともに、被告国に対し、

同法１条１項に基づく損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで平成２

９年法律第４４号による改正前の民事法定利率年５％の割合による遅延損害金

の支払を求める事案である。 

１ 生活保護法の定め 5 

⑴ 目的等 

生活保護法は、憲法２５条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する

すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低

限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする（１

条）。生活保護法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水10 

準を維持することができるものでなければならない（３条）。 

⑵ 基準及び程度の原則等 

生活保護法による保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保

護者（保護を必要とする状態にある者）の需要を基とし、そのうち、その者

の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われる15 

（８条１項）。この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域

別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を

満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならな

い（同条２項）。 

生活保護法による保護は、世帯を単位としてその要否及び程度が定められ20 

る（１０条）。 

⑶ 保護の種類 

生活保護法による保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、

介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助がある（１１条１項）。このうち

生活扶助は、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送25 

の範囲内において行われる（１２条）。 
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⑷ 保護の変更 

生活保護法による保護の実施機関は、保護の変更を必要とすると認めると

きは、速やかに、職権をもってその決定を行い、決定の理由を付した書面を

もって、これを被保護者（現に保護を受けている者）に通知しなければなら

ない（２５条２項、２４条４項）。 5 

２ 生活保護法による保護の基準等 

⑴ 概要 

厚生労働大臣は、生活保護法８条１項の規定に基づき、生活保護法による

保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号。以下「保護基準」という。）

を定める（乙１[枝番号は適宜省略する。以下同じ。]）。 10 

保護基準は、全国の市町村を１級地－１、１級地－２、２級地－１、２級

地－２、３級地－１及び３級地－２の６つの級地に区分し、級地別に生活扶

助等の基準額を定める（乙１）。 

生活扶助は、基準生活費及び加算により構成される。そして、基準生活費

は、世帯を構成する個人毎に第１類の表により定められる額（以下「第１類15 

費」という。）及び世帯毎に第２類の表により定められる額（以下「第２類費」

という。）により構成される。第１類費は、個人単位で消費する経費（食費、

被服費等）に対応し、級地及び年齢階級（区分）別に定められる。第２類費

は、世帯単位で消費する経費（光熱費、家具什器費等）に対応し、級地及び

世帯人員別に定められる。基準生活費は、基本的に、世帯を構成する個人の20 

第１類費を合算した上で世帯人員に応じた逓減率を乗じた金額及び当該世帯

の第２類費を合計して算定される（乙１、乙９［９頁］）。 

加算には、妊産婦加算、障害者加算、母子加算等の８種類がある（乙１）。 

⑵ 生活扶助基準の設定方法 

保護基準の定める生活扶助の基準は、日常生活に必要な基本的かつ経常的25 

な経費についての最低生活費を定めるものであるが、最低生活費は、世帯の
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構成（世帯構成員の年齢階級、世帯人員、居住地域）によって異なる。そこ

で、保護基準は、昭和２３年から、標準世帯（昭和６１年４月１日以降は３

３歳、２９歳、４歳の３人世帯）の１級地－１（東京都区部等）における生

活扶助基準額を設定した上で、これを年齢階級別、世帯人員別、級地別に展

開することにより世帯構成別の生活扶助基準額を設定してきた。具体的には、5 

まず、標準世帯（１級地－１）の生活扶助基準額を、一般世帯における第１

類費に対応する支出額（以下「第１類費相当支出額」という。）と第２類費に

対応する支出額（以下「第２類費相当支出額」という。）の割合を参考に、第

１類費と第２類費に分解する。次に、標準世帯（１級地－１）の第１類費か

ら、年齢階級別の栄養所要量を参考とする指数により、年齢階級別の第１類10 

費（１級地－１）を算定し、同様に、標準世帯（１級地－１）の第２類費か

ら、消費支出を参考とする指数により、世帯人員別の第２類費（１級地－１）

を算定する。最後に、年齢階級別の第１類費（１級地－１）及び世帯人員別

の第２類費（１級地－１）から、級地間格差を示す指数により、各級地にお

ける年齢階級別の第１類費及び世帯人員別の第２類費を算定する。（甲１２15 

の２、甲２４の４、乙７の２、乙８、乙１０、乙２１、乙３３、弁論の全趣

旨） 

⑶ 生活扶助基準の検証 

平成２３年２月、生活扶助基準について学識経験者による専門的かつ客観

的な検証を実施することを目的として、社会保障審議会に生活保護基準部会20 

（以下「基準部会」という。）が設置された。基準部会は、平成２１年全国消

費実態調査を用いて、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が

適切に図られているか否か等について検証を行い、その結果を平成２５年１

月１８日付け「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」（以下「平成２５年

報告書」という。）に取りまとめた。（甲１、甲２３の４、乙６、乙２２、乙25 

７７） 
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平成２５年報告書は、生活扶助基準と比較する一般低所得世帯として年間

収入階級第１・十分位層（世帯収入又は世帯構成員一人当たりの収入が全世

帯の下位１０％に属する層。以下「第１・十分位」という。）を用いた上で、

当時の生活扶助基準（平成２５年厚生労働省告示第１７４号による改正前の

もの。以下「改定前基準」といい、改定前基準により算定される生活扶助の5 

具体的な額を「改定前基準額」という。）における年齢階級別に設定されてい

る第１類費の年齢階級別の比率（指数）、世帯人員別に設定されている第１類

費の乗数、世帯人員別に設定されている第２類費の世帯人員別の比率（指数）

及び級地別に設定されている生活扶助基準額の級地別の比率（指数）が、消

費実態における第１類費相当支出額の年齢階級別の比率（指数）、第１類費相10 

当支出額の世帯人員別の比率（指数）、第２類費相当支出額の世帯人員別の比

率（指数）及び生活扶助で賄われる経費に相当する支出額（以下「生活扶助

相当支出額」という。）の級地別の比率（指数）から、いずれも乖離している

旨指摘した。（甲１、乙６） 

⑷ 保護基準の改定 15 

厚生労働大臣は、平成２５年厚生労働省告示第１７４号、平成２６年同省

告示第１３６号及び平成２７年同省告示第２２７号により、生活扶助の基準

を概要次の⑸、⑺及び⑻のとおり変更することを内容とする保護基準の改定

を行った（以下上記各告示による改定を順に「平成２５年改定」、「平成２６

年改定」及び「本件改定」といい、これらを「本件各改定」と総称する。）。 20 

⑸ 平成２５年報告書を踏まえた変更（以下「ゆがみ調整」という。） 

厚生労働大臣は、第１類費について、年齢階級間の差を小さく、世帯人員

の増加による逓減率を低く（逓減割合を高く）し、第２類費について、世帯

人員の増加に伴う増額幅を大きくし、第１類費及び第２類費双方について、

級地間の差を小さくすることなどを内容とする生活扶助基準の変更を行った25 

（甲１、乙６、乙１６、乙１７、弁論の全趣旨）。 
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⑹ 消費者物価指数 

消費者物価指数とは、全国の世帯が購入する財及びサービスの価格変動を

総合的に測定し、物価の変動を測定するものであって、家計の消費構造を一

定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によりどう変化するかを

示すものである。総務省が公表する消費者物価指数（以下「総務省ＣＰＩ」5 

という。）は、概ね次の手順により算定される。（乙２６～２８） 

・ 西暦年の末尾が０又は５となる年を基準時とする。 

・ 指数の計算に利用する消費品目（以下「指数品目」という。）を指定する。 

・ 家計調査の結果から、基準時における各指数品目に係る支出が消費支出

全体に占める割合を１万分比で表す（以下このように１万分比で表された10 

割合を「ウエイト」という。）。 

・ 比較対象とする年又は月（以下「比較時」という。）の各指数品目の価格

を基準時の価格を１００とした場合における指数（以下「価格指数」とい

う。）で表す。 

・ 各指数品目の価格指数を基準時のウエイトを用いて加重平均する。 15 

⑺ 物価動向を勘案した変更（以下「デフレ調整」という。） 

厚生労働大臣は、総務省ＣＰＩを基礎として、全ての指数品目から①生活

扶助以外の扶助で賄われる品目（家賃、教育費、医療費等）及び②被保護世

帯の支出が想定されていない品目（自動車関係費、ＮＨＫ受信料等）を除い

た品目（以下「生活扶助相当品目」といい、除外した品目を「除外品目」と20 

いう。）に係る消費者物価指数（以下「生活扶助相当ＣＰＩ」という。）の平

成２０年から平成２３年までの変化率を次のとおり算定した。 

まず、平成２２年（西暦２０１０年）を基準時とし同年のウエイトを用い

て平成２０年の生活扶助相当ＣＰＩを１０４．５と算定した。次に、平成２

２年を基準時とし同年のウエイトを用いて平成２３年の生活扶助相当ＣＰＩ25 

を９９．５と算定した。そして、平成２３年の生活扶助相当ＣＰＩ（９９．
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５）と平成２０年の生活扶助相当ＣＰＩ（１０４．５）の差（－５．０）を

平成２０年の生活扶助相当ＣＰＩ（１０４．５）で除すことにより、平成２

０年から平成２３年までの生活扶助相当ＣＰＩの変化率を－４．７８％（以

下「本件下落率」という。）と算定した。なお、平成２０年から平成２３年ま

での総務省ＣＰＩの変化率は、－２．３５％であった。（乙１８、乙２９、弁5 

論の全趣旨） 

厚生労働大臣は、改定前基準における第１類費及び第２類費にそれぞれ０．

９５２２（１－０．０４７８［本件下落率］）を乗ずることにより、物価動向

を勘案した生活扶助基準の変更を行った。なお、厚生労働大臣は、審議会等

の専門機関による検討を経ずに同変更を行った。（乙１７、乙１８、弁論の全10 

趣旨） 

⑻ 激変緩和措置 

厚生労働大臣は、激変緩和措置として、本件各改定による生活扶助基準額

の増減率が改定前基準額の１０％を超えないようにし、なおかつ、平成２５

年８月から平成２７年４月１日までの間に、平成２５年改定、平成２６年改15 

定及び本件改定の３回に分けて段階的に改定を実施することとした（甲２、

乙１８）。 

３ 本件各処分の経緯等 

原告らは、いずれも鹿児島市又は鹿児島県出水市に居住し、生活保護法によ

る生活扶助を受けている。被告鹿児島市及び被告出水市は、いずれも普通地方20 

公共団体である。 

別紙処分一覧表の「処分行政庁」欄記載の各福祉事務所長は、平成２７年４

月１日、同表の「処分の名宛人」欄記載の各人（原告又はこれと同一世帯に属

する者）に対し、本件改定に従って、生活保護法２５条２項に基づく保護変更

決定（本件各処分）をした。上記各人の属する世帯に対する生活扶助の支給額25 

は、本件各処分により、同表の「減額」欄記載のとおり減少した（ただし、こ
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の減額の一部は本件改定以外の理由によるものである。）。（甲８４） 

本件各処分の名宛人は鹿児島県知事に対し同表の「審査請求日」欄記載の各

日に審査請求をし、鹿児島県知事は同表の「裁決日」欄記載の各日にこれらの

審査請求を棄却する旨の裁決をした（弁論の全趣旨）。 

原告１から２９までは平成２７年１２月２４日に、原告３０は平成２８年１5 

月１４日に、それぞれ本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

４ 争点 

⑴ 本件改定が憲法及び生活保護法に違反するか 

⑵ 本件改定の国家賠償法上の違法性及び原告らの損害 

５ 争点⑴に関する原告らの主張 10 

⑴ 判断枠組み 

ア 最低限度の生活を認定し原告らの生活と比較する手法 

憲法２５条、生活保護法３条、８条の定める「（健康で文化的な）最低限

度の生活」は、特定の時点において一応客観的に決定すべきであり、かつ、

決定し得るものである。「健康な生活」を維持するためには、住居及び光熱15 

水道を確保し最低限の栄養を確保できなければならず、「文化的な生活」を

営むためには、社会の情報を取り入れ、他者と交流し、子どもを教育する

金銭的余裕が必要である。本件改定後の原告らの生活が、このような「（健

康で文化的な）最低限度の生活」に達しない場合には、本件改定は、憲法

２５条、生活保護法３条、８条に違反する。 20 

イ 科学的、学術的な裏付けの有無を検討する手法 

生活保護法８条が厚生労働大臣に保護基準の設定を委任する趣旨は、最

低限度の生活を具体化するに当たって、高度の専門技術的な考察に基づく

政策的判断を必要とするためであり、厚生労働大臣に保護基準の設定に関

して裁量権が認められるとしても、それは高度の専門技術的な考察の枠内25 

で許容される限定的なものである。したがって、本件改定に係る厚生労働
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大臣の判断が、科学的、学術的な裏付けを有していない場合には、その判

断の過程及び手続に過誤、欠落があるといえ、本件改定は違憲、違法とな

る。 

特に、従前の生活扶助基準を引き下げる場合には、生存権が個人の尊厳

の維持に必要不可欠な権利である一方で多数派によりはく奪されやすい5 

権利であることに加え、憲法２５条の定める「健康で文化的な最低限度の

生活」を具体化した生活保護法、経済的、社会的及び文化的権利に関する

国際規約等により導かれる制度後退禁止原則の要請から、裁量権の範囲の

逸脱又はその濫用の有無の審査は厳格に行うべきである。 

⑵ ゆがみ調整をした判断について 10 

ゆがみ調整及びその前提となった平成２５年報告書には次のような問題点

があり、厚生労働大臣がゆがみ調整をした判断には、裁量権の範囲の逸脱又

はその濫用がある。 

ア 生活扶助基準と比較する世帯として第１・十分位を用いたこと 

(ｱ) 第１・十分位には、最低限度の生活を営むのに必要な額を下回る所得水15 

準で生活している漏給層（生活保護の受給資格がありながらこれを受給し

ていない世帯）が含まれており、生活扶助基準を第１・十分位の消費支出

と比較すると、ほぼ自動的に生活扶助基準の方が高いという結果が出るた

め、生活扶助基準の際限ない引下げを招くことになる。 

(ｲ) 中央福祉審議会の昭和５８年１２月２３日付け「生活扶助基準及び加算20 

のあり方について（意見具申）」（以下「昭和５８年意見具申」という。）は、

平均世帯の消費支出、一般低所得世帯（第１・五分位層［世帯収入が下位

２０％に属する層］、第２・五分位層［世帯収入が下位４０％に属する層の

うち第１・五分位層を除くもの］）の消費支出及び被保護世帯の消費支出の

３つの間の格差の均衡に留意して、生活扶助基準の妥当性を検証しており、25 

生活扶助基準と比較する世帯として第１・十分位を用いたことは、昭和５
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８年意見具申以降採用されてきた考え方との一貫性を欠く。 

イ 集団を比較する場合の統計学上のルールとの整合性 

(ｱ) 統計学上、比較する２つの集団は、比較項目以外において、可能な限り

等質的であることが求められる。平成２５年報告書は、一般低所得世帯（第

１・十分位）の消費支出と被保護世帯の消費支出を比較するものであり、5 

このような比較が意味を有するためには、一般低所得世帯（第１・十分位）

と被保護世帯が消費支出以外の点においては同じ集団的特徴を有している

必要がある。しかしながら、平成２５年報告書は、一般低所得世帯（第１・

十分位）と被保護世帯との比較可能性を厳密に検討していない。 

(ｲ) 統計学上、比較する２つの集団は、比較項目において、厳密に区別され10 

なければならず、比較する一方の集団に他方の集団が含まれているとすれ

ば、その２つの集団の比較は、統計学上全く意味をなさない。しかしなが

ら、厚生労働大臣は、一般低所得世帯（第１・十分位）から被保護世帯を

除去することなく、一般低所得世帯（第１・十分位）と被保護世帯を比較

した。 15 

ウ 平成２１年全国消費実態調査との整合性 

平成２５年報告書は、平成２１年全国消費実態調査を用いて世帯収入に

基づく第１・十分位（３１２５世帯）及び世帯員１人当たりの収入に基づ

く第１・十分位（６６９７世帯）を設定したというが、これらの世帯数は

平成２１年全国消費実態調査の調査世帯総数（５万６８０６世帯）の１０20 

分の１になっておらず、平成２５年報告書が検証の対象とした世帯は第

１・十分位を代表していない可能性がある。 

エ 回帰分析の統計学の専門的知見との整合性 

平成２５年報告書が設定した回帰式は、決定係数が信頼性の目安となる

０．５を大幅に下回る低い値である上に、帰無仮説（被説明変数が説明変25 

数の影響を受けないとの仮説）が棄却されないために通常であれば除去さ
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れるべき説明変数を含んでおり、統計的信頼性が乏しい。 

⑶ デフレ調整をした判断について 

デフレ調整には次のような問題点があり、厚生労働大臣がデフレ調整をし

た判断には、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある。 

ア 物価変動を指標とする生活扶助基準改定方式を採用したこと 5 

物価変動を指標として生活扶助基準を改定することは、生活扶助基準改

定方式として昭和５９年度以降採用されてきた水準均衡方式と矛盾し、専

門的知見と整合しない。すなわち、水準均衡方式は、生活扶助基準が一般

国民の消費実態との均衡上妥当であることを維持するものであるところ、

物価は消費そのものではないため、物価変動を考慮して生活扶助基準を改10 

定すると、一般国民の消費実態との均衡が必ずしも図られなくなる。また、

物価は消費の要素となるものであるから、消費を比較して生活扶助基準を

定める水準均衡方式においては、物価変動も考慮されているのであって、

水準均衡方式を採用しながら、物価変動を指標として生活扶助基準を改定

することは、物価を二重評価することとなる。 15 

イ 物価動向を勘案する期間を平成２０年から平成２３年までとしたこと 

社会保障審議会福祉部会に設置された「生活保護の在り方に関する専門

委員会」（以下「専門委員会」という。）は、平成１６年１２月１５日付け

「生活保護の在り方に関する専門委員会報告書」（以下「平成１６年報告書」

という。）において、生活扶助基準が一般低所得世帯の消費実態との均衡上20 

妥当であると評価しており、このことを踏まえると同年を物価動向勘案の

始期とすべきであった。しかしながら、厚生労働大臣は、平成１３年から

平成２５年までの１３年間で総務省ＣＰＩが最も高くなった平成２０年

を物価動向勘案の始期とし、その結果、物価下落率が過大に算定されるこ

ととなった。 25 

また、本件各改定の予定は、平成２５年１月２７日に公表されたところ、
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その時点における最新の総務省ＣＰＩは、同月２５日公表の平成２４年の

ものであったのであるから、同年を物価動向勘案の終期とすべきであった。 

ウ 生活扶助相当ＣＰＩにおけるウエイトの設定 

生活扶助相当ＣＰＩは、一般国民を母集団とする調査である家計調査の

結果に基づく総務省ＣＰＩのウエイトを用いて算定されるところ、調査対5 

象のほとんどが被保護世帯以外の世帯で構成される家計調査の結果は、ど

のように加工しても被保護世帯の消費実態を示す指標とはならない。被保

護世帯の消費構造は、たとえば全消費支出に占める食費及び光熱費に対す

る支出の割合が高いなど、一般国民の消費構造と大きく異なる上に、生活

扶助相当ＣＰＩの算定に際して除外品目を設けたために、生活扶助相当Ｃ10 

ＰＩの計算上は、被保護世帯の全消費支出に占める家電製品、ゴルフ、海

外旅行、英会話教室等の品目に対する支出割合が一般国民と比較して高い

こととなるといった不自然な事態が生じた。 

以上の結果、生活扶助相当ＣＰＩは、被保護世帯の消費実態を反映しな

いものになった。たとえば、被保護世帯の全消費支出に占めるテレビ及び15 

パソコン（以下「テレビ等」という。）に対する支出の割合は、平成２０年

の生活扶助相当ＣＰＩにおいては４．３％とされ、平成２２年の生活扶助

相当ＣＰＩにおいては２．１％とされたが、同年の社会保障生計調査によ

れば、被保護世帯の全消費支出に占めるテレビ等に対する実際の支出割合

は０．４％にすぎなかった。 20 

エ 平成２２年のウエイトを用いたこと 

厚生労働大臣は、平成２２年のウエイトを用いて平成２０年の生活扶助

相当ＣＰＩを算定したところ、この算定方法は、価格指数が下落した一方

で購入数量が増加した指数品目の価格変化の影響を過大に評価するため

に物価下落率を過大に評価する性質（下方バイアス）を有するパーシェ方25 

式（比較時のウエイトを用いて消費者物価指数を算定する方式）と同様で
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あるため、平成２０年から平成２２年までの物価下落率が過大に算定され

ることとなった。具体的には、地上デジタル放送移行及び家電エコポイン

ト制度実施に伴う特需が起こったテレビ並びに品質向上による品質調整

（統計上の操作）を受けたパソコンについて、平成２０年から平成２２年

までの間に価格指数の下落及び購入数量の増加が生じたため、これらの品5 

目の価格下落が過大に評価されることとなった。 

このこと及び上記ウの結果、本件下落率のうち、－１．５９ポイントは

テレビの価格変化が、－０．７６ポイントはパソコンの価格変化がそれぞ

れ寄与することとなった。 

オ 比較時の生活扶助相当ＣＰＩの計算 10 

厚生労働大臣は、上記エのとおり平成２０年の生活扶助相当ＣＰＩにつ

いてはパーシェ方式と同様の方式を用いて算定した一方で、平成２３年の

生活扶助相当ＣＰＩについてはラスパイレス方式（基準時のウエイトを用

いて消費者物価指数を算定する方式）を用いて算定しており、このような

異なる２つの物価計算式を同時に用いる計算方法は、科学的、学術的な裏15 

付けを欠くものである。また、異なる２つの計算式により得た指数を比較

するためには接続処理（過去の基準における指数を、現在の基準における

指数に換算する処理）を行うべきであるが、厚生労働大臣は、そのような

処理を行っていない。 

さらに、物価変動率を算定するためには、比較する消費者物価指数を同20 

じ指数品目及びウエイトを用いて算定しなければならないが、厚生労働大

臣は、平成２０年の生活扶助相当ＣＰＩを４８５品目の指数品目（総ウエ

イト６１８９）により算定し、平成２３年の生活扶助相当ＣＰＩを５１７

品目の指数品目（総ウエイト６３９３）により算定した。 

カ ゆがみ調整とデフレ調整を併せてしたこと 25 

ゆがみ調整は、生活扶助基準の水準（高さ）である標準世帯の生活扶助
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基準額を一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るために引き下げるも

のであり、これにより仮に改定前基準と一般低所得世帯の消費実態との間

に乖離があったとしても、その乖離は解消されたはずである。それにもか

かわらず、さらに物価下落を理由としてデフレ調整をしたことは、標準世

帯の生活扶助基準額を二重に引き下げるものであり不当である。 5 

キ 専門家の関与する審議会等による検証を経ていないこと 

厚生労働大臣には、最低限度の生活の需要に係る高度の専門技術的な考

察を行う能力がない。また、生活保護法は、保護基準が専門機関による審

議検討に基づいて設定されることを前提として立法された。さらに、平成

１６年報告書は、生活扶助基準の検証に係る調査方法及び評価手法につい10 

て専門家の知見を踏まえることが妥当である旨提言した。しかしながら、

厚生労働大臣は、専門家による審議検討を経ずにデフレ調整をする判断を

行った。 

６ 争点⑴に関する被告らの主張 

⑴ 判断枠組み 15 

厚生労働大臣には、保護基準を設定するに当たり、専門技術的かつ政策的

な見地からの広範な裁量権が認められるところ、裁量権の範囲の逸脱又はそ

の濫用の有無の判断に当たっては、裁判所が独自の観点から特定の衡量利益

や考慮事情を選び出してこれをよりどころとすべきではなく、厚生労働大臣

が判断の過程において考慮した統計等の客観的な数値等や専門的知見を前提20 

に、これらと厚生労働大臣の判断との間に論理の飛躍や連関を欠くところが

ないかという観点から、当該判断と統計等の客観的な数値等との合理的関連

性や専門的知見との整合性を審査すべきである。 

そして、仮に厚生労働大臣の判断過程の一部に瑕疵があるとしても、その

瑕疵が判断の結論に影響する可能性がおよそない場合には、厚生労働大臣の25 

判断が違法になるとはいえず、その瑕疵のために現実の生活条件を無視した
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著しく低い基準が設定されたなど憲法及び生活保護法の趣旨、目的に反した

と評価できる場合に限り、厚生労働大臣の判断が違法となる。 

⑵ ゆがみ調整をした判断について 

ア 生活扶助基準と比較する世帯として第１・十分位を用いたこと 

平成２５年報告書は、被保護世帯間の公平が図られているかを検証する5 

目的を有しており、その検証の手掛かりとする一般低所得世帯は、被保護

世帯と消費実態が近いものとするのが相当である。そのような観点からは、

平成２５年報告書が、生活扶助基準と比較する世帯として、被保護世帯と

近い消費構造を持つ第１・十分位を用いたことには相当の根拠があるとい

える。また、生活扶助基準については、従前から一貫して、第１・十分位10 

の消費実態との比較に着目して検証が行われてきた。具体的には、社会福

祉審議会生活保護専門分科会による昭和３９年１２月２６日付け中間報

告は第１・十分位と生活保護階層との格差縮小を見込んだ改善を行うべき

であるとの指摘をし、昭和５８年意見具申は、大部分の国民が維持してき

た生活様式が保たれる限界点における収入分位が第２．９９・五十分位（収15 

入が全世帯の下位約６％に相当する層）であることを踏まえて第２．９９・

五十分位の生活扶助基準額と生活扶助相当支出額を比較し、平成１６年報

告書及び厚生労働省に設置された「生活扶助基準に関する検討会」（以下

「基準検討会」という。）による平成１９年１１月３０日付け報告書（以下

「平成１９年報告書」という。）はいずれも第１・十分位の生活扶助基準額20 

と生活扶助相当支出額を比較した。 

イ 集団を比較する場合の統計学上のルールとの整合性 

平成２５年報告書及びゆがみ調整は、第１・十分位の生活扶助基準額と

生活扶助相当支出額を比較したものであって、被保護世帯の消費支出と一

般低所得世帯の消費支出を比較したものではない。 25 

ウ 平成２１年全国消費実態調査との整合性 
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平成２１年全国消費実態調査は、調査対象である市町村毎に定められた

抽出率を用いて調査対象世帯を抽出し、集計の際には、調査対象世帯から

母集団を推計するために、調査対象世帯の情報に集計用乗率（一般的には

抽出率の逆数）を乗じている。そして、平成２５年報告書が設定した第１・

十分位は、集計用乗率を乗じた後の世帯数を基準として、その下位１０％5 

に属する層を指すものである。したがって、平成２５年報告書が第１・十

分位として設定した世帯の数が調査対象世帯数の１０分の１にならない

ことは、平成２５年報告書と平成２１年全国消費実態調査の不整合を意味

しない。 

エ 回帰分析の統計学の専門的知見との整合性 10 

決定係数は回帰分析における当てはまりの良さを示す指標であるところ、

当てはまりの良さについての一般的な基準は存在せず、決定係数が一定値

以上でなければ回帰式を採用し得ないといった統計学の専門的知見は存

在しない。なお、平成２５年報告書における回帰分析は、クロス・セクシ

ョンデータの分析であるところ、クロス・セクションデータの分析におい15 

ては、決定係数が０．３程度しか得られない場合も多く、決定係数が０．

５であっても極めて良い値と評価される。 

帰無仮説が棄却されないことは、帰無仮説が積極的に支持されることを

意味しない。したがって、回帰式の設定に際し、帰無仮説が棄却されない

説明変数を除外することは必要ではない。 20 

⑶ デフレ調整をした判断について 

ア 物価変動を指標とする生活扶助基準改定方式を採用したこと 

一般的に、消費者物価指数が下がる中で名目の可処分所得が変わらなけ

れば、実質的な可処分所得は増加するため、デフレ傾向が続く中で生活扶

助基準が据え置かれてきたことにより、被保護世帯の実質的な可処分所得25 

が増加し、生活扶助基準が引き上げられたのと同様の状態が生じ、生活扶
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助基準が最低限度の生活の需要を満たすに十分な程度を超えていたため、

生活扶助基準の水準（高さ）の適正化を図る必要があった。 

また、平成１９年報告書を踏まえた生活扶助基準の据置き以降、賃金、

物価、家計消費等がいずれも下落する経済情勢にありながら生活扶助基準

が据え置かれており、生活扶助基準の水準（高さ）と一般国民の生活水準5 

との均衡が大きく崩れた状態となった。そうした中で、平成２１年の全国

消費実態調査を基礎として生活扶助基準の水準（高さ）を検証し、それに

基づいて生活扶助基準の改定を行う場合には、減額幅が必要以上に大きく

なることが予想されたことから、消費実態そのものではなく、消費の構成

要素の一つである物価を指標として生活扶助基準の水準（高さ）の適正化10 

を図る必要があった。 

厚生労働大臣は、これらの事情に加えて、専門委員会による平成１５年

１２月１６日付け「生活保護制度の在り方についての中間取りまとめ」（以

下「平成１５年中間取りまとめ」という。）が消費者物価指数を生活扶助基

準改定の指標にする可能性を指摘したこと、生活扶助のうちの各種加算に15 

ついてはそれまでも物価の伸び率を基礎とした改定を行ってきたこと、消

費税が導入された平成元年度及び消費税率が引き上げられた平成９年度

に被保護世帯の実質的な可処分所得を維持するために財やサービスの価

格を考慮して生活扶助基準を改定した実績があること、平成２５年報告書

が生活扶助基準の改定をする場合には物価を含む合理的説明が可能な経20 

済指標を用いるよう指摘したこと等を踏まえて、物価変動を指標として生

活扶助基準を改定する判断をした。 

イ 物価動向を勘案する期間を平成２０年から平成２３年までとしたこと 

平成２５年報告書の直前に行われた専門機関による生活扶助基準の検証

結果は平成１９年報告書にまとめられており、平成１９年報告書を踏まえ25 

た生活扶助基準の改定の判断は平成２０年度の改定に係るものであった。
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そして、同年までの社会経済情勢の変化は、同年度の改定に係る判断にお

いて斟酌されていた。そのため、厚生労働大臣は、同年を物価動向勘案の

始点とした。また、デフレ調整が同年９月のリーマンショック以降の社会

経済情勢の変化によって拡大した生活扶助基準の水準（高さ）と一般国民

の生活水準との不均衡の是正を目的とするものであったことも同年を物5 

価動向勘案の始点とした理由である。 

厚生労働大臣は、デフレ調整を検討した当時参照可能であった最新の総

務省ＣＰＩが平成２３年のものであったため、物価動向勘案の終期を同年

とした。 

ウ 生活扶助相当ＣＰＩにおけるウエイトの設定 10 

デフレ調整は一般国民の生活水準の変化を通じた相対的なものとして生

活扶助基準の水準（高さ）を改定するものであるから、デフレ調整におい

て総務省ＣＰＩのウエイトを用いて生活扶助相当ＣＰＩを算定すること

は相当である。また、総務省ＣＰＩ算定の基礎となっている家計調査は、

基幹統計の１つであり、居住地域等の偏りが生じないようにして、約９０15 

００世帯を調査対象として行われるものであって、政策決定において広く

利用されている。そして、被保護世帯の消費構造を反映したウエイトを設

定するためのより的確な資料は存在しない。なお、社会保障生計調査は、

調査対象世帯の選定に偏りが生ずる可能性があり、また、約１１００世帯

を調査対象とするものにとどまる上に、詳細な品目毎のウエイトを把握で20 

きないものである。 

水準均衡方式による生活扶助基準の毎年度の改定においては、民間最終

消費支出の伸びが指標とされているところ、その計算の際には生活扶助費

により支出されない費用が除外されており、また、平成１６年報告書、平

成１９年報告書及び平成２５年報告書は、いずれも生活扶助相当品目に対25 

する支出額を検証に用いている。このように、総務省ＣＰＩの指数品目か
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ら除外品目を除外することは、これまでの検証等が用いてきた恣意性を排

除した客観的かつ明確な手法である。 

テレビ等の教養娯楽用耐久財は、被保護世帯においても一般国民同様に

普及しているのであって、被保護世帯が教養娯楽耐久財を生活扶助費で購

入することは十分に考えられる。かえって、生活扶助相当品目の一部を生5 

活扶助相当ＣＰＩの算定から除外し又はそのウエイトを調整することは、

除外等の判断が恣意的に行われるおそれがあって不適当である。 

エ 平成２２年のウエイトを用いたこと 

国民の消費の内容は経時的に変化するので、可能な限り比較時に近接し

た時点のウエイトを用いることが相当であり、平成２２年のウエイトが最10 

も比較時に近接した時点のウエイトであった。また、物価動向を勘案する

期間の任意の時点のウエイトを用いて算定する消費者物価指数は、消費者

物価指数マニュアルにおいて「中間年指数」として紹介される、理想的な

目標指数に近いと評価されるものである。 

なお、生活扶助基準の改定に当たっては、恣意的な判断が介在しないと15 

いう意味での合理性や被保護世帯を含む国民に対する分かりやすさとい

う意味での簡便さも考慮し得るのであるから、本件下落率が被保護世帯の

可処分所得の実質的増加を正確に反映する必要はない。 

オ 比較時の生活扶助相当ＣＰＩの計算 

平成２２年のウエイトを用いて算定した平成２０年及び平成２３年の生20 

活扶助相当ＣＰＩは、ロウ指数と呼ばれるものであり、専門的知見による

裏付けを有する。 

総務省は平成２２年に総務省ＣＰＩの指数品目を３２品目（以下「追加

品目」という。）を追加した。追加品目については、平成２０年における価

格指数のデータがないため、厚生労働大臣は、同年の生活扶助相当ＣＰＩ25 

を算定する際には、追加品目を除いた生活扶助相当品目を指数品目とした。
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このように価格指数のデータがない品目（以下「欠価格品目」という。）を

除外して消費者物価指数を算定することは不合理ではない。仮に、追加品

目を除外した上で、平成２２年を基準時として平成２３年の生活扶助相当

ＣＰＩを算定した場合には、平成２０年から平成２３年までの生活扶助相

当ＣＰＩの変化率は－４．８８％となり、本件下落率よりもむしろ高くな5 

るから、追加品目を除外しなかったことをもって、厚生労働大臣がデフレ

調整をした判断について裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはい

えない。 

カ ゆがみ調整とデフレ調整を併せてしたこと 

ゆがみ調整は、生活扶助基準の展開のための指数の適正化を目的とする10 

ものであり、生活扶助基準の水準（高さ）に影響を及ぼすものではない。

なお、ゆがみ調整により、標準世帯の生活扶助基準額が引き下げられたと

しても、そのことをもって、生活扶助基準の水準（高さ）が引き下げられ

たとはいえない。一方、デフレ調整は、生活扶助基準の水準（高さ）を一

般国民の生活水準と均衡させることを目的とするものであり、ゆがみ調整15 

とデフレ調整を併せてしたことが不合理であるとはいえない。 

キ 専門家の関与する審議会等による検証を経ていないこと 

厚生労働大臣（所部の職員を含む。）は、生活保護制度や被保護世帯の状

況に精通し、生活扶助基準を適切に設定する上で必要となる専門的知見を

有している。また、保護基準の改定に当たり専門家の関与する審議会等に20 

よる検証が必要である旨の法令の規定はない。なお、基準部会の審議事項

は保護基準の定期的な評価及び検証を行うことであり、評価及び検証の結

果を踏まえた保護基準の改定の在り方等については、基準部会の審議事項

とされていない。 

⑷ 結果の妥当性について 25 

平成２９年１２月１４日付け基準部会報告書（以下「平成２９年報告書」



21 

 

という。）は、平成２６年全国消費実態調査を用いて、夫婦子１人世帯（第１・

十分位）の本件各改定後の生活扶助基準額が平成２６年１１月当時の夫婦子

１人世帯（第１・十分位）の生活扶助相当支出額と均衡する妥当なものであ

ると評価した。 

７ 争点⑵に関する原告らの主張 5 

厚生労働大臣は、生活扶助基準を定めるに当たっては誤りがないよう慎重に

審議、検討すべき高度の注意義務を負うが、これを怠り違法な本件改定を行っ

た。本件改定により、原告らは精神的苦痛を負い、これを慰謝するのに必要な

金額は各１万円を下らない。 

８ 争点⑵に関する被告国の主張 10 

本件改定は、生活保護法３条、８条の規定に違反せず、本件改定に係る厚生

労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく、厚生労働大臣に職

務上の注意義務違反は認められない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実（掲記の証拠等により認定できる事実） 15 

⑴ 水準均衡方式採用前の生活扶助基準改定方式 

生活扶助基準改定方式については、昭和２１年から昭和５８年までの間、

標準生計費方式（経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算定

する方式）、マーケットバスケット方式（最低生活を営むために必要な品目を

積算して最低生活費を算定する方式）、エンゲル方式（栄養所要量を満たし得20 

る食費を理論的に積算し、別にこの食費を支出している世帯のエンゲル係数

を求め、これらから逆算する方式）及び格差縮小方式（一般国民の消費水準

の伸び率以上に生活扶助基準を引き上げ、一般国民と被保護世帯との消費水

準の格差を縮小させようとする方式）が順次採用されてきた（乙７の２）。 

⑵ 水準均衡方式の採用等 25 

ア 昭和５８年意見具申の内容 
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昭和５８年意見具申は、生活扶助基準の評価及び生活扶助基準改定方式

について、次のとおり指摘した（乙８）。 

(ｱ) 生活保護において保障すべき最低生活の水準は一般国民の生活水準との

関連において捉えられるべき相対的なものであるところ、（昭和５８年意見

具申）当時の生活扶助基準は一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水5 

準に達している。しかしながら、国民の生活水準の向上が見込まれるため

生活扶助基準の妥当性の検証を定期的に行う必要がある。 

(ｲ) 生活扶助基準の改定については、当該年度に想定される一般国民の消費

動向を踏まえると同時に前年度までの一般国民の消費水準との調整が図ら

れるよう適切な措置をとることが必要であり、当該年度に予想される一般10 

国民の消費動向に対応する見地から、政府経済見通しの民間最終消費支出

の伸びに準拠することが妥当である。賃金及び物価は、そのままでは消費

水準を示すものではないので、その伸びは参考資料に留めるべきである。 

イ 水準均衡方式の採用 

厚生大臣は、昭和５８年意見具申を受け、昭和５９年以降、生活扶助基15 

準改定方式として水準均衡方式を採用し、生活扶助基準について、一般国

民生活における消費水準との比較において相対的なものとして設定する

観点から、当該年度に想定される一般国民の消費動向に対応するよう、毎

年度の政府経済見通しの民間最終消費支出の伸びを基礎として改定を行

うこととした（乙１３）。 20 

⑶ 専門委員会による生活扶助基準の検証 

ア 専門委員会の目的 

専門委員会は、生活保護の基準の在り方を始めとする生活保護制度全般

について議論するために、平成１５年７月２８日に社会保障審議会福祉部

会の下に設置された（乙１２）。 25 

イ 平成１６年報告書等 
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専門委員会は、平成１５年中間取りまとめ及び平成１６年報告書におい

て、次のとおり指摘した（乙４、乙７、乙１３、弁論の全趣旨）。 

(ｱ) 生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民の生活水準と

の関連において捉えられるべき相対的なものであり、その適否を判断する

際には、第１・十分位の消費水準に着目することが適当である。 5 

(ｲ) 勤労３人世帯（夫婦子１人世帯のうち、世帯主が会社等に勤めているも

の）の生活扶助基準額は、勤労３人世帯（第１・十分位）の消費水準との

比較において、基本的に妥当である。 

(ｳ) 標準世帯を基軸とした生活扶助基準の展開が、世帯人員別にみると必ず

しも一般低所得世帯の消費実態を反映したものとなっておらず、世帯規模10 

の経済性を高めるような展開の設定等について検討する必要がある。 

(ｴ) 今後、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図ら

れているか否かを定期的に見極めるため、たとえば、全国消費実態調査等

を基に５年に１度の頻度で検証を行う必要がある。 

⑷ 標準世帯の生活扶助基準額の推移 15 

標準世帯（１級地－１）の生活扶助基準額は、平成１５年４月１日当時の

月額１６万２４９０円が平成１６年４月１日に月額１６万２１７０円に切り

下げられて以降、平成１７年度から平成１９年度までの間、毎年４月１日に、

政府経済見通しの民間最終消費支出の伸び率を基礎とし、前年度までの一般

国民の消費水準との調整を行った結果、据え置くこととされた（乙１０、乙20 

５２～５４）。なお、平成１７年度から３年かけて、平成１６年報告書を踏ま

えて、世帯人員に応じた第１類費の逓減率（世帯構成員の第１類費の合計額

に４人世帯については０．９５を、５人以上世帯については０．９をそれぞ

れ乗ずる。）を導入するとともに、４人以上世帯の第２類費を抑制することを

内容とする生活扶助基準の改定がされた（乙７の３、乙５３）。 25 

平成２０年度については、夫婦子１人世帯（第１・十分位）の生活扶助基
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準額が生活扶助相当支出額と比べてやや高めであるとの平成１９年報告書の

指摘（後述）があったが、平成２０年２月以降、世界的な原油価格及び穀物

価格の高騰等によって生活関連物資を中心とした物価上昇が生じており、そ

れが消費に与える影響等を見極めるために、生活扶助基準を据え置くことと

された（甲４２、乙５５）。なお、同年の総務省ＣＰＩの変化率は前年比＋１．5 

４％であり、平成１０年から平成２４年までで最も高い値となった（乙１１、

弁論の全趣旨）。 

平成２１年度については、平成２０年９月に生じたリーマンショックに端

を発する世界金融危機が実体経済に深刻な影響を及ぼしており、国民の将来

不安が高まっている状況にあると考えられるとして、このような社会経済情10 

勢に鑑みて、生活扶助基準を据え置くこととされた（乙１５、乙５６）。 

平成２２年度については、完全失業率が高水準で推移するなど、厳しい経

済・雇用状況を踏まえ、国民生活の安心が確保されるべき状況にあることに

鑑みて、生活扶助基準を据え置くこととされた（乙５７）。 

平成２３年度及び平成２４年度については、経済、雇用情勢等を総合的に15 

勘案して、生活扶助基準を据え置くこととされた（乙５８、乙５９）。 

⑸ 基準検討会による検討 

基準検討会は、専門委員会の提言等を踏まえて、平成１６年全国消費実態

調査を用いて生活扶助基準について学識経験者による専門的な分析・検討を

行うために設置された。基準検討会は、平成１９年報告書において、次のと20 

おり指摘した。（乙５、乙１４） 

(ｱ) 生活扶助基準は、これまで第１・十分位の消費水準と比較することが適

当とされてきたが、これを変更する理由は特段ない。 

(ｲ) 平成１６年報告書は、勤労３人世帯（第１・十分位）の生活扶助基準と

消費水準を比較し、均衡が図られているかどうかを検討したが、平成１９25 

年報告書は、夫婦子１人世帯だけでなく、被保護世帯の多くを占める単身



25 

 

世帯の生活扶助基準と消費水準も比較することとする。 

(ｳ) 有業者ありの夫婦子（２０歳未満）１人世帯（第１・十分位）の生活扶

助相当支出額（１４万８７８１円）とそれらの世帯が仮に生活扶助を受給

した場合における生活扶助基準額の平均（１５万０４０８円）及び６０歳

以上の単身世帯（第１・十分位）の生活扶助相当支出額（６万２８３１円）5 

とそれらの世帯が仮に生活扶助を受給した場合における生活扶助基準額の

平均（７万１２０９円）を比較すると、有業者ありの夫婦子１人世帯（第

１・十分位）については生活扶助基準額が生活扶助相当支出額よりもやや

高めとなっており、６０歳以上の単身世帯（第１・十分位）については生

活扶助基準額が生活扶助相当支出額よりも高めになっている。 10 

(ｴ) 生活扶助基準額と生活扶助相当支出額を比較すると、世帯人員別にみる

と、生活扶助基準額は世帯人員の多い世帯に有利、世帯人員の少ない世帯

に不利であり、年齢階級別にみると、若年者については生活扶助基準額が

生活扶助相当支出額を下回り、高齢者については生活扶助基準額が生活扶

助相当支出額を上回るといった状態が生じている。また、級地制度におけ15 

る地域差を設定した昭和５９年当時の消費実態と平成１６年の消費実態を

比較すると地域差が縮小している。 

(ｵ) 仮に生活扶助基準の体系が消費実態と整合性が取れているのであれば、

標準世帯を基軸として生活扶助基準を設定する必要はない。 

⑹ 平成２５年報告書 20 

ア 検証手法等 

基準部会は、平成１９年報告書の問題提起を受けて、年齢階級別、世帯

人員別、級地別の生活扶助基準額と消費実態の乖離を詳細に分析し、生活

扶助基準を様々な世帯構成に展開するための指数について検証を行い、そ

の結果を平成２５年報告書において報告した（甲１、乙６）。 25 

平成２５年報告書は、平成２１年全国消費実態調査を用いて、生活扶助
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基準と比較する一般低所得世帯として第１・十分位を用いた上で、第１類

費相当支出額の年齢階級別の比率（指数）、第１類費相当支出額の世帯人員

別の比率（指数）、第２類費相当支出額の世帯人員別の比率（指数）及び生

活扶助相当支出額の級地別の比率（指数）を算定し、その際に第１類費相

当支出額を被説明変数とし、世帯人員、級地、ネット資産、家賃地代支出5 

等を説明変数とする回帰分析を行った。そして、その際に用いられた２つ

の回帰式は、有意水準５％で帰無仮説が否定できない説明変数を含むもの

であり、決定係数を０．２８及び０．３６とするものであった。また、平

成２５年報告書は、第１類費相当支出額及び第２類費相当支出額の世帯人

員別の比率（指数）並びに生活扶助相当支出額の級地別の比率（指数）の10 

算定結果の確からしさを検討するために、有意水準５％で帰無仮説が否定

できない説明変数を含む回帰式を用いた。（甲１、乙６） 

イ 検証結果 

平成２５年報告書による検証の結果の概要は次のとおりであり、生活扶

助基準に係る指数と生活扶助相当支出額に係る指数の間には乖離がみら15 

れた（甲１、乙６）。 

(ｱ) 生活扶助基準における年齢階級別の第１類費の比率（指数・上段）及び

消費実態における年齢階級別の第１類費相当支出額の比率（指数・下段）

は次表のとおりである（６０歳から６９歳までの額を１とするもの）。 

0～2 歳 3～5 歳 6～11 歳 12~19 歳 20~40 歳 41～59 歳 60～69 歳 70 歳以上 

0.58 0.73 0.94 1.17 1.12 1.06 1.00 0.90 

0.78 0.81 0.82 0.86 0.87 0.96 1.00 0.84 

(ｲ) 生活扶助基準における世帯人員別の第１類費及び第２類費の比率（指数）20 

並びに消費実態における世帯人員別の第１類費相当支出額及び第２類費相

当支出額の比率（指数）は次表のとおりである（単身世帯を１とするもの）。 
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 単身 ２人 ３人 ４人 ５人 

第１類費 1.00 2.00 3.00 3.80 4.50 

第１類費相当支出額 1.00 1.54 2.01 2.34 2.64 

第２類費 1.00 1.11 1.23 1.27 1.28 

第２類費相当支出額 1.00 1.34 1.67 1.75 1.93 

(ｳ) 生活扶助基準における級地別の生活扶助基準額の比率（指数）及び消費

実態における級地別の生活扶助相当支出額の比率（指数）は、次表のとお

りである（全級地平均を１とするもの）。 

 １級地－１ １級地－２ ２級地－１ ２級地－２ ３級地－１ ３級地－２ 

生活扶助基準額 1.11 1.06 1.01 0.96 0.91 0.86 

生活扶助相当支出額 1.09 1.05 0.98 0.98 0.94 0.92 

ウ 検証結果を展開に反映させた場合の影響 

平成２５年報告書は、仮に第１・十分位の全世帯が上記イの生活扶助相5 

当支出額の比率（指数）を展開に反映させた生活扶助基準に基づいて生活

扶助を受給した場合における生活扶助の平均受給額が、仮に第１・十分位

の全世帯が改定前基準に基づいて生活扶助を受給した場合における生活

扶助の平均受給額と等しくなるように調整すると、夫婦子（１８歳未満）

１人世帯の生活扶助基準額（第１類費及び第２類費に各種加算を加えた額）10 

は改定前基準額と比較して－８．５％となり、高齢単身世帯の生活扶助基

準額は改定前基準額と比較して＋４．５％となるなど、生活扶助基準額へ

の影響は、世帯構成員の年齢階級、世帯人員、居住地域の組合せにより様々

である旨を報告した（甲１、乙６、弁論の全趣旨）。 

⑺ ゆがみ調整の内容 15 

ゆがみ調整は、上記⑹ウのような調整を行うものであった。すなわち、ゆ

がみ調整は、第１・十分位の全世帯が生活扶助を受給したと仮定した場合に

おける世帯当たりの生活扶助費の平均受給額を不変とした上で、展開のため
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の指数を、平成２５年報告書の示した年齢階級別、世帯人員別、級地別の生

活扶助相当支出額の比率（指数）と一致させようとしたものである。ただし、

厚生労働大臣は、平成２５年報告書の示した指数を展開の適正化に反映させ

る割合を増額方向及び減額方向を問わず２分の１とした。（甲２、乙１８、弁

論の全趣旨） 5 

⑻ 本件下落率に対する寄与度等 

ア ウエイト等 

総務省ＣＰＩのウエイトは、総務省統計局が実施する家計調査に基づき

設定されている（乙２７～２９）。家計調査は、統計法に基づく基幹統計で

ある家計統計を作成するための統計調査であり、国民生活における家計収10 

支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提

供することを目的とする。家計調査は、一部の例外を除く全国の世帯を調

査対象としており約９０００世帯を無作為に抽出して行われる。（乙６３、

乙６４） 

総務省ＣＰＩはウエイトの合計が１万になるように設定されている（上15 

記第２の２⑹）が、生活扶助相当ＣＰＩにおいては、除外品目があるため

に、ウエイトの合計が１万に満たない（上記第２の２⑺）。生活扶助相当Ｃ

ＰＩにおけるウエイトの合計は、平成２０年が６１８９であり、平成２３

年が６３９３である。これは、平成２２年に総務省ＣＰＩの指数品目及び

ウエイトが改定され、生活扶助相当品目に相当する指数品目３２品目（追20 

加品目）が追加されたためである（乙２７～３０、弁論の全趣旨）。 

イ 計算方式 

消費者物価指数の計算について、各指数品目の価格指数を基準時のウエ

イトを用いて加重平均する方式をラスパイレス方式といい、比較時のウエ

イトを用いて加重平均する方式をパーシェ方式という（乙２６、乙２７）。25 

物価変動の計算においては基準時が比較時に先行することが多いところ、
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パーシェ方式は、ある指数品目の価格が下落し、これに伴って当該指数品

目の需要が増えた場合には、増大後の需要を前提として当該指数品目のウ

エイトを算定することとなるため、物価下落率を過大に算定する傾向（下

方バイアス）がある（甲６０、乙２６）。なお、基準時が比較時に後行する

場合に、基準時のウエイトを用いて加重平均する方式は、定義上ラスパイ5 

レス方式であるが、下方バイアスを生じさせる（甲６０、弁論の全趣旨）。

したがって、平成２２年のウエイトを用いて算定された平成２０年の生活

扶助相当ＣＰＩは下方バイアスの影響により過大に算定されている可能

性がある（甲６０、弁論の全趣旨）。 

ウ 寄与度 10 

寄与度とは、ある品目の指数の変動が総合指数の変化率にどの程度寄与

したかを示すものであり、ある品目Ａのα時点からβ時点までの物価変動

に対する寄与度は、（β時点のＡの指数×Ａのウエイト－α時点のＡの指数

×Ａのウエイト）÷（総合のウエイト×α時点の総合指数）×１００とい

う計算式により算定される。全品目の寄与度の合計は、総合指数の変化率15 

と一致する。（乙２７、乙２８、弁論の全趣旨） 

本件下落率（－４．７８％）に対する寄与度が大きな指数品目は、テレ

ビ（－１．９９ポイント）及びパソコン（－０．８９ポイント）であり、

計算上、その余の全指数品目の寄与度の合計は－１．８６ポイントである

（乙３０）。なお、寄与度の計算に当たっては、総合のウエイトとして平成20 

２３年の生活扶助相当ＣＰＩの総ウエイト（６３９３）を用い、平成２０

年の総合指数として同年の生活扶助相当ＣＰＩである１０４．５を用いた。 

⑼ 被保護世帯の消費構造等 

ア 社会保障生計調査 

社会保障生計調査は、厚生労働省が、統計法に基づき、被保護世帯の生25 

活実態を明らかにすることによって保護基準の改定等生活保護制度の企
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画運営のために必要な基礎資料を得るとともに、厚生労働行政の企画運営

に必要な基礎資料を得ることを目的として実施するものである。社会保障

生計調査は、全国を地域別に１０ブロックに分け、ブロック毎に都道府県、

指定都市、中核市のうち１ないし３か所を調査対象自治体として選定し、

選定された自治体から合計約１１００世帯を抽出してこれを調査対象と5 

している。（甲５９、乙６５） 

イ 社会保障生計調査の結果と総務省ＣＰＩとの比較 

平成２２年度に実施された社会保障生計調査の結果による被保護世帯の

財、サービス等に対する支出の割合と平成２２年基準の総務省ＣＰＩが前

提とする一般国民のこれらに対する支出の割合は、次のとおりである。な10 

お、「ＰＣ・ＡＶ機器」には、テレビ等、ビデオデッキ、携帯型音楽・映像

用機器、カメラ及びビデオカメラが含まれる。 

         社会保障生計調査    総務省ＣＰＩ 

食料         ３０．０％      ２５．４％ 

住居         １７．８％       ６．３％ 15 

水道・光熱      １０．２％       ７．６％ 

家具・家事用品     ４．９％       ３．６％ 

被服及び履物      ４．８％       ４．２％ 

保健医療        ２．１％       ４．３％ 

交通・通信       ９．６％      １３．５％ 20 

教育          ３．４％       ４．０％ 

教養娯楽        ６．４％      １１．５％ 

うちＰＣ・ＡＶ機器  ０．４％       １．４％ 

その他        １０．９％      １９．６％ 

（甲５９、乙２９、乙６５、乙９２、弁論の全趣旨） 25 

⑽ 本件各改定による標準世帯（１級地－１）の生活扶助基準額への影響 
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本件各改定後の標準世帯の生活扶助基準額は、月額１４万５３８０円であ

る（乙１）。改定前基準額からの変化率は、－１０．４％（（１４万５３８０

円－１６万２１７０円）÷１６万２１７０円）であり、そのうちゆがみ調整

による変化率は、－５．９％（（１４万５３８０円÷０．９５２２－１６万２

１７０円）÷１６万２１７０円）である（弁論の全趣旨）。 5 

⑾ 平成２９年報告書 

基準部会は、平成２９年報告書において、平成２６年全国消費実態調査を

用いて検証を行ったところ、夫婦子１人世帯（第１・十分位）の本件各改定

後の生活扶助基準額（１３万６４９５円）がその生活扶助相当支出額（１３

万４２５４円ないし１３万６６３８円）と概ね均衡していた旨の結果を報告10 

した（乙６２）。 

２ 争点⑴について 

⑴ 判断枠組み 

生活保護法３条、８条２項の規定にいう最低限度の生活は、抽象的かつ相

対的な概念であって、その時々における経済的・社会的条件、一般的な国民15 

生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、これを

厚生労働大臣が保護基準において具体化するに当たっては、高度の専門技術

的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする（最高裁昭和５７年７月

７日大法廷判決・民集３６巻７号１２３５頁、最高裁平成２４年２月２８日

第三小法廷判決・民集６６巻３号１２４０頁、最高裁平成２４年４月２日第20 

二小法廷判決・民集６６巻６号２３６７頁参照）。したがって、保護基準中の

生活扶助基準に係る部分を改定するに際し、生活扶助基準を改定すべき事情

があるか否か及び改定後の生活扶助基準の内容が最低限度の生活の需要を満

たすに十分であるか否かを判断するに当たっては、厚生労働大臣に上記のよ

うな専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべき25 

である（前掲最高裁平成２４年４月２日第二小法廷判決参照）。 
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そして、生活扶助基準の改定の要否の前提となる最低限度の生活の需要に

係る評価が上記のような専門技術的な考察に基づいた政策的判断であること

や、生活扶助基準についてこれまでも各種の統計や専門家の作成した資料等

に基づく検討等がされてきた経緯（認定事実⑴～⑶、⑸）に鑑みると、厚生

労働大臣による生活扶助基準の改定は、改定後の生活扶助基準が最低限度の5 

生活の需要を満たすに十分であるとした厚生労働大臣の判断に、最低限度の

生活の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤、欠落の有無等の観点

からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合に、生活

保護法３条、８条２項の規定に違反して違法となる（前掲最高裁平成２４年

２月２８日第三小法廷判決参照）。そして、厚生労働大臣の上記判断の適否に10 

係る裁判所の審理においては、統計等の客観的な数値等との合理的な関連性

や専門的知見との整合性の有無等について審査されるべきものと解される

（前掲最高裁平成２４年４月２日第二小法廷判決参照）。 

⑵ ゆがみ調整をした判断について 

ア 生活扶助基準と比較する世帯として第１・十分位を用いたこと 15 

まず、平成２５年報告書及びゆがみ調整は、生活扶助基準における展開

のための指数と第１・十分位の消費支出における年齢別、世帯人員別、級

地別の比率（指数）を比較して前者を後者に一致させようとするものであ

って（認定事実⑺）、生活扶助基準額と第１・十分位の消費支出額を比較し

て前者を後者に一致させようとするものではない。したがって、第１・十20 

分位の消費支出額の多寡は、ゆがみ調整の結果に影響しないから、生活扶

助基準と比較する世帯として第１・十分位を用いたことが生活扶助基準の

引下げを招くとは認められない。 

また、甲第３８号証（布川日佐史「社会格差是正のための最低生活保障」

『賃金と社会保障』２００８年２月上旬号）には、水準均衡方式における25 

基準の妥当性の検証は、平均的一般世帯の消費支出、低所得世帯（第１・
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五分位層、第２・五分位層）の消費支出及び被保護世帯の消費支出の３つ

の間の格差の均衡に留意するということであって、第１・十分位の低所得

世帯の消費支出に生活扶助基準をあわせるというものではないとの記載

がある。しかしながら、平成２５年報告書及びゆがみ調整が第１・十分位

の消費支出額に生活扶助基準額をあわせようとするものではないことは5 

上記説示のとおりであり、甲第３８号証の上記記載をもって厚生労働大臣

がゆがみ調整をした判断が専門的知見との整合性等を欠くとはいえない。。 

イ 集団を比較する場合の統計学上のルールとの整合性 

原告らの主張は、平成２５年報告書及びゆがみ調整が、被保護世帯の消

費支出額と第１・十分位の消費支出額を比較していることを前提とするも10 

のであると解される。しかしながら、上記アで説示したとおり、平成２５

年報告書及びゆがみ調整は、生活扶助基準における展開のための指数と第

１・十分位の消費支出における年齢別、世帯人員別、級地別の比率（指数）

を比較したものであって、被保護世帯の消費支出額と第１・十分位の消費

支出額を比較したものではない。したがって、原告らの主張は前提を欠き、15 

採用することができない。 

ウ 平成２１年全国消費実態調査との整合性 

甲第１号証、乙第６号証、乙第７４号証、乙第７７号証及び弁論の全趣

旨によれば次の各事実がいずれも認められる。 

まず、平成２１年全国消費実態調査は、世帯員数、市町村の規模等に応20 

じて抽出率を定めた上で、市町村毎に調査世帯数を配分した。このような

調査によって得られたデータから母集団の実態を推計するためには、各デ

ータに集計用乗率（抽出率の逆数に比例した調査係数等）を乗ずる必要が

ある。そのため、平成２５年報告書は、調査世帯数の１０分の１の世帯を

第１・十分位として設定するのではなく、集計用乗率を乗じた後の数が母25 

集団の世帯数の１０分の１となるように第１・十分位を設定した。その結
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果、平成２５年報告書の設定した第１・十分位の世帯数は、世帯年収に着

目したものが３１２５世帯となり、世帯員１人当たりの年収に着目したも

のが６６９７世帯となり、いずれも平成２１年全国消費実態調査の調査世

帯数である５万２４０４の１０分の１と一致しないこととなった。 

以上の認定事実によれば、平成２５年報告書が設定した第１・十分位の5 

世帯数が平成２１年全国消費実態調査の調査世帯数の１０分の１となっ

ていないことをもって、前者が後者と整合していないと評価することはで

きない。 

エ 回帰分析の統計学の専門的知見との整合性 

まず、本件全証拠によっても、決定係数について、回帰式採用の可否を10 

決する基準となる統一的な数値がある旨の統計学の専門的知見があると

は認められない。かえって、消費等を扱うデータに係る回帰分析において

は、決定係数が０．３程度であれば適合度が高いと評価する意見もあるこ

とが認められる（甲３６の１［３頁。A 委員発言］、乙７３、乙７９、乙８

０、弁論の全趣旨）。したがって、平成２５年報告書が決定係数を０．２８15 

又は０．３６とする回帰式を用いて第１・十分位の第１類費相当支出額を

推計したこと（認定事実⑹ア）が統計学の専門的知見との整合性を欠くと

認めることはできない。 

また、平成２５年報告書が用いた回帰式は有意水準を５％と設定した場

合に帰無仮説を棄却できない説明変数を含むものであった（認定事実⑹20 

ア）。しかしながら、帰無仮説が棄却されないことは帰無仮説が支持される

ことを意味するものではなく、帰無仮説が棄却されない説明変数を含む回

帰式を採用したことをもって直ちに統計学の専門的知見との整合性を欠

くと認めることはできない。 

オ 小括 25 

以上のとおり、ゆがみ調整及びその前提となった平成２５年報告書が統
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計等の客観的な数値等との合理的な関連性や専門的知見との整合性を欠

くとはいえず、厚生労働大臣がゆがみ調整をした判断に裁量権の範囲の逸

脱又はその濫用があるとは認められない。 

⑶ デフレ調整をした判断について 

ア 物価変動を指標として生活扶助基準を改定したこと 5 

(ｱ) 被告らは、厚生労働大臣が物価変動を指標として生活扶助基準を改定す

る判断をした根拠の一つとして、デフレ傾向が続く中で生活扶助基準が据

え置かれてきたことにより、被保護世帯の実質的な可処分所得が増加し、

生活扶助基準が引き上げられたのと同様の状態が生じ、生活扶助基準が最

低限度の生活の需要を満たすに十分な程度を超えていたから、生活扶助基10 

準の水準（高さ）の適正化を図る必要があったと説明する。 

このような被告らの説明には、特段不合理な点は見当たらず、厚生労働

大臣が上記の根拠により生活扶助基準を改定することとした判断に裁量

権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められない。 

(ｲ) 被告らは、厚生労働大臣が物価変動を指標として生活扶助基準を改定す15 

る判断をしたほかの根拠として、平成２０年９月のリーマンショックに端

を発する世界金融危機により、賃金、物価、家計消費等が大きく下落した

ことにより、生活扶助基準の水準（高さ）と一般国民の生活水準との均衡

が大きく崩れたため、最低限度の生活の水準は一般国民の生活水準との関

連において捉えられるべき相対的なものであるとの考え方から、世界金融20 

危機による一般国民の生活水準の低下を物価下落率により把握し、これを

用いて生活扶助基準の水準（高さ）の適正化を図ろうとしたと説明してい

ると解される。 

しかしながら、世界金融危機により一般国民の生活水準が低下したとい

えるとしても、その低下の程度と物価下落率が一致するといえる理論的根25 

拠は何ら示されていない。また、仮に物価下落率が一般国民の生活水準の
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低下の程度を示すものであり、一般国民の生活水準の低下に併せて生活扶

助基準を引き下げることが相当であるといえるならば、物価下落率を算定

する際に総務省ＣＰＩを加工する必要は認められず、被告らによる上記説

明は、厚生労働大臣が生活扶助相当ＣＰＩを用いて物価下落率を算定した

ことと整合しない。このように、生活扶助相当ＣＰＩを用いて算定された5 

本件下落率は一般国民の生活水準の低下の程度を示す指標であるとはい

えず、厚生労働大臣が一般国民の生活水準と生活扶助基準との均衡を図る

ために本件下落率を用いて生活扶助基準を改定した判断は統計等の客観

的な数値等との合理的な関連性を欠く。 

なお、被告らは、厚生労働大臣は、仮に平成２１年の全国消費実態調査10 

の結果に基づいて生活扶助基準の改定を行えば、必要以上に大幅な減額に

なることを考慮して、物価動向に着目した改定を行うこととしたとも主張

する。しかしながら、仮に全国消費実態調査の結果に基づいて生活扶助基

準の改定を行うことが不相当であるとしても、そのことをもって、本件下

落率を用いて生活扶助基準を改定することが統計等の客観的な数値等と15 

の合理的な関連性を有するとはいえない。 

イ 物価動向を勘案する期間を平成２０年から平成２３年までとしたこと 

被告らは、厚生労働大臣は、平成２０年度において、生活扶助基準が一

般低所得世帯の消費水準と比較して高い旨を指摘する平成１９年報告書

を踏まえて、生活扶助基準を引き下げる必要性を認めたものの、原油価格20 

の高騰等を含む社会経済情勢等を総合的に勘案して、生活扶助基準の水準

を据え置く判断をしたのであり、このように定められた平成２０年度の生

活扶助基準が最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであったこと

を前提として、同年以降の物価動向を勘案することとしたと説明する。 

しかしながら、平成１９年報告書は平成１６年全国消費実態調査を用い25 

て生活扶助基準の妥当性を検証したのであるから、平成１９年報告書が生
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活扶助基準は第１・十分位の消費水準と比較して高いと指摘したことをも

って、平成２０年の時点においても同様の不均衡が生じていたと直ちに評

価することはできない。また、同年は、総務省ＣＰＩの前年比１．４％の

上昇という前後数年間の中で突出した物価上昇がみられた年であり（認定

事実⑷）、なおかつ、この物価上昇率は、平成１９年報告書が指摘した夫婦5 

子１人世帯（第１・十分位）の生活扶助基準額が生活扶助相当支出額を超

過する割合である１．１％（（１５万０４０８円－１４万８７８１円）÷１

４万８７８１円。認定事実⑸）よりも高い。しかしながら、厚生労働大臣

が、これらの点を考慮した上で、いかなる専門技術的な考察を経て、平成

２０年度の生活扶助基準が最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの10 

であったと評価したのかについては、具体的な説明がない。なお、平成１

９年報告書は、高齢単身世帯（第１・十分位）については生活扶助基準額

が生活扶助相当支出額よりも１３．３％高い（（７万１２０９円－６万２８

３１円）÷６万２８３１円）と指摘したが（認定事実⑸）、このような乖離

があったことをもって、標準世帯を基軸とする生活扶助基準の水準（高さ）15 

が平成２０年当時最低限度の生活の需要を満たすに十分な程度を超えて

いたと評価することはできない。したがって、物価動向を勘案する期間の

期首を平成２０年とした厚生労働大臣の判断は、統計等の客観的な数値等

との合理的な関連性を欠く。 

なお、被告らは、厚生労働大臣は、デフレ調整が平成２０年９月のリー20 

マンショック以降の社会経済情勢によって拡大した生活扶助基準の水準

（高さ）と一般国民の生活水準との不均衡を是正することを目的とするも

のであったため、同年を物価動向勘案の期首としたとも説明する。しかし

ながら、本件下落率が一般国民の生活水準の低下の程度を示す指標である

とは認められないことは上記ア(ｲ)において説示したとおりである。 25 

ウ 生活扶助相当ＣＰＩにおけるウエイトの設定 
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被告らは、厚生労働大臣は、上記ア(ｱ)のとおり、デフレ傾向が続く中で

生活扶助基準が据え置かれてきたことにより、被保護世帯の実質的な可処

分所得が増加し、生活扶助基準が引き上げられたのと同様の状態が生じ、

生活扶助基準が最低限度の生活の需要を満たすに十分な程度を超えてい

たから、生活扶助基準の水準（高さ）の適正化を図る必要があると判断し、5 

その適正化のために本件下落率を用いた旨説明する。 

しかしながら、物価変動の影響は個々の世帯の消費構造によって異なる

のであるから（乙２７）、物価下落による被保護世帯の実質的な可処分所得

の増加の有無及び程度を検証するためには、被保護世帯の消費構造を適切

に反映したウエイトを用いて物価を算定しなければならない。ところで、10 

本件下落率に対するテレビ等の寄与度は－２．８７ポイントと本件下落率

の半分以上を占めており（認定事実⑻ウ）、テレビ等の価格変化が本件下落

率に与えた影響は大きい。しかしながら、平成２２年度の社会保障生計調

査によれば被保護世帯の全消費支出に占めるＰＣ・ＡＶ機器（テレビ等が

含まれる分類）に対する支出の割合は同年基準の総務省ＣＰＩにおけるＰ15 

Ｃ・ＡＶ機器のウエイトの３分の１を下回っており（認定事実⑼イ）、総務

省ＣＰＩのウエイトは被保護世帯の消費構造を適切に反映するものであ

るとはいえない。さらに、本件下落率（－４．７８％）は平成２０年から

平成２３年までの総務省ＣＰＩの変化率（－２．３５％。上記第２の２⑺）

の２倍を超えているところ、乙第３０号証及び弁論の全趣旨によれば、こ20 

のような差が生じた一因は、生活扶助相当ＣＰＩにおいてテレビ等のウエ

イトが総ウエイトに占める割合が総務省ＣＰＩにおいてテレビ等のウエ

イトが総ウエイトに占める割合よりも高いためであると認められる。しか

しながら、上記認定説示の被保護世帯の全消費支出に占めるＰＣ・ＡＶ機

器に対する支出割合と総務省ＣＰＩにおけるＰＣ・ＡＶ機器のウエイトの25 

関係をみると、被保護世帯が一般世帯よりもテレビ等の価格の下落による
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影響を強く受けたとは認め難い。 

以上の各事情によれば、本件下落率は、被保護世帯の消費構造を適切に

反映したものであるとは認められず、被保護世帯の実質的な可処分所得の

増加の有無及び程度を示す指標であるとは認められない。したがって、本

件下落率を用いて生活扶助基準を改定した厚生労働大臣の判断は、統計等5 

の客観的な数値等との合理的な関連性を欠く。 

エ ゆがみ調整とデフレ調整を併せてしたこと 

昭和２３年から本件各改定に至るまで、生活扶助基準は、１級地－１に

居住する標準世帯の生活扶助基準額を設定した上で、これを年齢階級別、

世帯人員別、級地別に展開することにより設定されてきた（上記第２の２10 

⑵）。すなわち、全世帯構成の生活扶助基準額が最低限度の生活の需要を満

たすに十分なものであることは、１級地－１に居住する標準世帯の生活扶

助基準額が最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであること及び

展開のための指数が適正であることにより確保されてきた。そして、１級

地－１に居住する標準世帯の生活扶助基準額が最低限度の生活の需要を15 

満たすに十分なものであることは、標準世帯（又はそれに相当する夫婦子

１人世帯、勤労３人世帯）の生活扶助基準額が一般国民（又は一般低所得

世帯）の消費実態との比較において妥当であることにより確保されてきた

（認定事実⑶、⑸、甲７１）。 

ところで、ゆがみ調整は、展開のための指数を適正化することを目的と20 

するものであるが（認定事実⑺）、展開のための指数の適正化に当たって、

標準世帯の生活扶助基準額を不変とするのではなく、第１・十分位の全て

の世帯が生活保護を受給したと仮定した場合の生活扶助費の平均受給額

を不変とした結果、標準世帯（１級地－１）の生活扶助基準額を５．９％

減額することとなった（認定事実⑺、⑽）。すなわち、ゆがみ調整は、全世25 

帯構成の生活扶助基準額が最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの
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であることを確保する要素のうち、標準世帯（１級地－１）の生活扶助基

準額を引き下げた上で、展開のための指数を適正化したものであるといえ、

標準世帯（１級地－１）の生活扶助基準額の引下げは、展開を通じて、全

世帯構成の生活扶助基準額に引下げ方向の影響を及ぼしたと認められる。 

そうすると、厚生労働大臣は、ゆがみ調整が全世帯構成の生活扶助基準5 

額に引下げ方向の影響を及ぼすものであることを踏まえて、ゆがみ調整に

加えて物価動向を勘案した生活扶助基準の改定を行う必要があるのか、そ

の必要があるとしても物価動向を示す指標をそのまま用いた改定をして

よいのかについて検討を行うべきであった。しかしながら、厚生労働大臣

がこのような検討を行ったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、10 

厚生労働大臣がゆがみ調整に加えてデフレ調整をした判断の過程には欠

落がある。 

これに対し、被告らは、ゆがみ調整は生活扶助基準の水準（高さ）に影

響を及ぼすものではないと主張するところ、これはゆがみ調整が生活扶助

基準額の平均を増減させるものではないという趣旨であると解される。し15 

かしながら、最低限度の生活の需要を正しく評価するために生活扶助基準

の展開を適正化することと生活扶助基準額の平均を不変とすることとの

間に合理的な関連性があるとは認められず、被告らの上記主張は、厚生労

働大臣の判断の内容の説明としては正確であるとしても、その合理性を説

明するものであるとは認められない。 20 

⑷ 結果の妥当性について 

被告らは、平成２９年報告書は、本件改定後の夫婦子１人世帯（第１・十

分位）の生活扶助基準額がその生活扶助相当支出額と均衡する妥当なもので

あると評価した旨主張する。しかしながら、上記⑶説示のとおり、厚生労働

大臣がデフレ調整をした判断の過程には欠落等があると認められるところ、25 

仮に本件改定後の生活扶助基準額が結果として一般低所得世帯の生活扶助相
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当支出額と均衡していたとしても、そのことによって上記瑕疵が治癒される

とはいえない。 

⑸ 結論 

以上によれば、デフレ調整を含む本件改定後の生活扶助基準が最低限度の

生活の需要を満たすに十分であるとした厚生労働大臣の判断の過程及び手続5 

には過誤、欠落があり、その判断には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があ

ると認められる。したがって、本件改定は生活保護法３条、８条２項に違反

して違法であり、これに基づく本件各処分は違法であって、取消しを免れな

い。 

３ 争点⑵について 10 

原告らは、本件改定により精神的損害を負ったと主張する。しかしながら、

そのような損害は、本件各処分の取消しにより回復されるというべきである。

したがって、本件各処分の取消しに加えて、国家賠償を求める原告らの主張は、

採用することができない。 

４ 結論 15 

以上によれば、原告らの請求のうち、鹿児島市及び出水市との間で本件各処

分の取消しを求める部分は理由があるからこれを認容し、国に対し国家賠償法

に基づく損害賠償を求める部分は理由がないからこれを棄却することとして、

主文のとおり判決する。 

 20 

鹿児島地方裁判所民事第２部 

 

裁判長裁判官   坂 庭 正 将 

 

 25 

裁判官   多 田 真 央 
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